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本論文は、地方消費税を含めて、法人事業税・法人住民税からなる「狭義の地方企業課税」を扱ったものである。ここでは、

受益関係に着目した「公平・中立で、簡素な地方税制の確立」という視点から、法人事業税・法人住民税を軸に、地方消費

税を含めて、地方企業課税の再構築についての考察が行われている。 

 

第１章では、地方企業課税のあり方を考察する視点について論じられている。 

第１節では、アダム・スミスの４原則やアドルフ・ワグナーの９原則をはじめ、税制の準拠すべき「租税原則」の変遷を振

り返り、「公平・中立・簡素」の原則の重要性が確認される。もちろん、「公平・中立・簡素」は、つねにすべてが同時に満

たされるものではなく、１つの原則を重視すれば、他の原則をある程度損なうことにならざるを得ないという、トレード・

オフの関係にたつ場合もある。とりわけ、「簡素」が多くの場合、「公平」とトレード・オフの関係にたつといわれる。 

しかし、「公平」な税制というものは、程度の問題はあるにせよ、制度を複雑化するよりも、制度を簡素化することによって、

実現することができるはずである。もっとも、「簡素」でありさえすれば、無条件にすべて望ましい、というわけではない。

課税の不公平を侵害し拡大するような「簡素」化もありうるからである。本節では、この点に留意しつつ、「簡素」という視

点から、「公平・中立」な税制の再構築が検討されている。 

第２節では、地方税制を検討するにあたって、税制の「簡素」化のほかに、地方税固有の視点も必要となるので、代表的な

地方税原則―たとえば、神戸正雄の地方税の条件、井藤半彌の地方税の特殊原則、荻田保の地方税原則、橋本徹の地方税原

則論、林宜嗣の地方税固有の原則など―において、地方企業課税は、どのように位置づけられているのか、という点が述べ

られている。 

第３節では、以上の検討をもとに、受益関係に着目した「公平・中立で、簡素な地方税制の確立」という視点から、地方企

業課税の再構築について考察するとの結論が示される。 

 

第２章では、外形標準課税の沿革と現状の諸問題について論じられている。 

第１節では、事業税の本質を理解するために、その前身である府県営業税まで遡り、国税営業税・営業収益税、地方営業税・

事業税、シャウプ附加価値税、といった幾多の変遷を経て、昭和２９年に事業税が成立するまでの経緯が語られる。 

シャウプ勧告までの事業税成立の経緯は、実に、波乱に満ちた歴史である。特に、①国の意向につねに左右されてきたこと、

②府県との関連が密接であったこと、③応益課税として位置づけられていたこと、④課税標準は純益であったこと、などが

注目される。 

シャウプ勧告は、地方独立課税主義と応益課税主義の立場から、事業税と特別所得税に代えて、取引高税を純化した附加価

値税を創設し、それを都道府県の基幹税目とすることを提言した。昭和２５年の税制改正により、附加価値税は成立したも

のの、一度も実施されないまま廃止された。もしも、附加価値税が導入されていたら、その後の税制改革論議は、相当異な

っていたはずである。その意味でも、附加価値税の廃止は、税制史一般にとって画期的意義があるといわれている。 

第２節では、政府税調の昭和３６年の答申をはじめ、外形標準課税の提案についての検証が行われる。昭和３６年の答申に

おいて、シャウプ附加価値税の挫折以来、初めて、ここに外形標準導入問題が公の舞台に登場した。昭和３９年の長期答申

は、加算法による付加価値税を提唱した。さらに、昭和４３年の長期答申では、外形標準導入の「仮案」が示され、その実

施も間近いかに見えた。しかしその後、国税付加価値税（一般消費税）の導入問題が表面化し、法人事業税への外形標準の

導入問題は、政府税調においては実質的に棚上げの状態となった。 

昭和５０年代に入ると、一般消費税と外形標準課税との間には、税の性格や課税標準に共通する面があるという認識にたっ

て、一般消費税に加えて、同じ課税ベースで地方消費税を導入する案が、当時は有力であった。一般消費税は、売上税構想

に引き継がれ、平成元年に消費税として創設された。一方、地方消費税は、消費譲与税として譲与方式とされた後、平成６

年に地方消費税として地方独立税となっている。地方消費税の創設は、シャウプ税制以来の大改革であり、画期的な意味が

ある。 

地方消費税の創設直後、平成６年の答申において、法人事業税への外形標準の導入問題が再燃した。事業税の課税標準を所

得から付加価値に切り替えるべきだという、シャウプ勧告の意見は、事業税の外形標準課税化の名のもとに、その後も底流

として生き続け、ここ数年は特に強く主張されるようになった。もっとも、外形標準課税の提言は、つねに折衷案としての

所得基準との併用である。 

第３節では、東京都銀行税の問題と平成１５年の外形標準課税の創設についての検討を行い、課税対象の公平性の議論は別

として、事実上、東京都の外形標準課税を政府税調が追認し、かつ自民党税調が公式に認めたかたちになったから、東京都

銀行税の投げかける波紋は大きなものであったとの評価が示される。 

最後に、以上の検証を踏まえて、「公平・中立で、簡素な地方税制」という視点から、事業税は結局、法人住民税と地方消費

税とに整理・統合し、その歴史を終えるしか途がないとの結論が示される。 

 

第３章では、法人住民税の現代的意義と課題について論じられている。 

第１節では、法人住民税の本質を理解するために、住民税の前身である府県税「戸数割」まで遡り、昭和１５年の市町村民

税の創設、シャウプ地方税制とその変容など、住民税の成り立ちと発展のあとについて触れられる。 

昭和１５年の市町村民税は、個人のみならず、法人をも納税義務者としており、いわば住民としての「財政的責務」を果た



させるべきだという考え方に基づくものであった。このような住民税の歩みに大きな改革を加えたのが、シャウプ勧告であ

る。 

シャウプ勧告は、法人擬制説にたって、法人に住民税を課すべきではないと提言した。しかし当時、わが国においては、法

人実在説的な考え方が一般的であり、個人と法人との間における市町村民税負担の激変は、必ずしも一般の理解を得ること

ができなかった。昭和２５年の税制改正では、均等割だけは、法人もまた市町村の構成員なりとの考えのもとに、個人より

高い額を課税することとされた。この地方税制の成立以後、法人住民税は、しだいに発展をとげ、現在では重要な地方税源

となっている。 

このことを踏まえると、新しい問題が認識される。すなわち、現在の都市の人口状態は、極度に流動化しており、昼間人口

と夜間人口との差が一層ひらいているところ、住所地と従業地とが異なる地方団体の場合には、その個人は、従業地の地方

団体から受ける便益に対して、応分の負担を負わないことになる。この問題に対して、企業段階の課税による租税負担も、

究極的に個人に帰着するものと考え、かつ、租税負担の個人への帰着の態様と企業を介しての間接的便益の個人への帰属の

態様とがほぼ一致するのが望ましいという立場から、法人住民税は源泉地主義による「特別住民税」の役割を果たすものと

も考えられ、都市財政にとって、その重要性はきわめて大きいとの指摘がなされる。 

第２節では、派遣労働者の増加するなかで、労働者派遣の意義や法人住民税の性格からすると、派遣労働者を地方税法上、

どのように取り扱うべきか、という点についての検討が行われる。ここでは、法人住民税は、応益原則を課税根拠としてい

ることから、法人税割・法人均等割とも、派遣労働者は派遣先企業の従業者数に含まれると解すべきであるとされ、また、

その取扱いによって、地方団体ごとに法人住民税制が区々になるため、地方税法等に派遣労働者に関する規定を設けるべき

だとの提言が示される。 

第３節では、法人税制の変容のうち、法人税法の改正が法人税割でなく、法人均等割に影響を与えた組織再編税制の整備と、

法人税の影響を遮断するように対応した連結納税制度の導入とについての議論がなされる。組織再編成税制においては、資

本積立金額は資本の調整勘定の性格を有するようになったため、マイナス資本積立金額の問題が生じたが、平成１８年の税

制改正によって、資本の金額と資本積立金額とが「資本金等の額」に一本化されたので、そのかぎりでは、今後、このこと

が問題となることはない。 

一方、連結納税制度においては、法人税割の課税標準が法人税額であるため、法人税と法人住民税との間の技術的な調整が

必要となり、従前に比べて、はるかに複雑な税制となった。そのため、実態にあった簡素な税制という視点から、法人税割

の課税標準は、現行の「個別帰属法人税額」でなく、連結グループ全体の「連結法人税額」を分割した法人税額に改めるべ

きだとの提言が示される。 

 

第４章では、以上に述べた法人事業税改革の検討を踏まえて、今後のあるべき地方企業課税の制度について論じられている。 

第１節では、法人事業税と法人住民税―所得割と法人税割、資本割と法人均等割―との関係について比較・検討がなされ、

その結果、目的は違っても、同じ所得に対して住民税と事業税とを課すことは、やはり所得に対する租税負担を累積させる

ことになるため、事業税の性格からすると、法人事業税は、所得割・資本割を廃止し、付加価値割のみとすべきであるが、

地方消費税のある今日において、もし、それと重ねて加算法による所得型付加価値税を課す場合には、両者の関係が問題に

なるとの指摘がなされる。 

第２節では、付加価値税という枠組みから、法人事業税付加価値割と地方消費税との関係について比較・検討され、付加価

値額を課税標準とするかぎり、加算法も控除法も、ほとんど差異はなく、同じ課税根拠で、しかも都道府県という同じレベ

ルの政府が、きわめて近似した２種類の税を課すことは、いたずらに税制を複雑にするだけであるとの主張が述べられる。

そして、控除法であれば回避できる問題が新たに生じることは避けるべきであると考えられることから、法人事業税の問題

は、企業課税の枠のなかでだけで検討するのではなく、都道府県の財源問題のなかで解きなおす必要性があると主張される。 

第３節では、以上の検討をもとに、受益関係に着目した「公平・中立で、簡素な地方税制の確立」という視点から、法人事

業税を地方消費税と法人住民税とに整理・統廃合し、個人事業税を地方消費税で代替するとの結論が示される。具体的には、

法人道府県民税を法人市町村民税と同じ税率構造とし、地方消費税を現行の２倍の税率に引き上げる、という方法によって、

地方企業課税を再構築することが望ましいとされる。 

また、この改革に際し、法人住民税・地方消費税の問題点についても、可能なかぎり改善を図るものとされる。 

第１に、地方消費税については、消費税・地方消費税にインボイス方式を導入すれば、消費税・地方消費税の益税問題のほ

とんどは解決することができるとする。 

第２に、法人住民税については、つぎの４点について見直すことを提案している。 

第１点は、分割基準についてである。これまでの分割基準である従業者数に、新たに事務所等の数を加味し、課税標準の２

分の１を事務所等の数で、残り２分の１を従業者数で按分することに改める。これは、社会経済情勢の変化に対応した指標

とすることを意味する。 

第２点は、連結法人の課税標準についてである。法人税割の課税標準を「個別帰属法人税額」でなく、連結グループ全体の

「連結法人税額」を分割した法人税額に改める。このほうが、実態にあった簡素な税制となるからである。 

第３点は、派遣労働者の取扱いについてである。応益課税の観点から、法人税割・法人均等割とも、派遣労働者は派遣先企

業の「従業者の数」に含まれるとするという、派遣労働者に関する規定を地方税法等に設ける。こうすれば、その取扱いに

よって、地方団体ごとに法人住民税制が区々になることに対処することができるとされる。 

第４点は、清算法人に対する均等割課税についてである。解散の時において事務所等が存するか否かにかかわらず、清算期

間中に事務所等を有する場合には、当該清算法人に対して法人均等割を課税し、かつ、この場合には、資本金等の額はない

ものとみなして、法人均等割の税率を適用するように改める。このほうが、清算法人の性格や法人均等割の意義に照らして、

清算法人に対する課税方法としては適当だからである。 

以上のような改革を行いつつ、法人事業税を地方消費税と法人住民税に発展的に解消すべきだというのが、本論文の結論で

ある。 


